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3 総合評価

指定管理者名 特定非営利活動法人浜島スポーツクラブ 指定期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日

設置目的
スポーツを通じて住民の体力向上及び心身の健全な発達を図り、もって住みよい地域社会を形成するこ
とを目的として設置する。

令和2年度　　指定管理業務の評価表

施設概要

施設名 志摩市浜島ふるさと公園 所在地 志摩市浜島町檜山路553番地1

施設所管課名 教育委員会事務局　生涯学習スポーツ課

収支状況

 ( A ) ( B ) ( C ) (単位：円)

業務内容

（１）ふるさと公園の利用の許可に関する業務
（２）ふるさと公園の利用に係る料金の徴収に関する業務
（３）ふるさと公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
（４）前３号に掲げるもののほか、教育委員会がふるさと公園の管理上必要があると認める業務

施設概要
平成8年3月21日竣工
多目的グラウンド（夜間照明なし）、テニスコート（オムニコート2面/夜間照明あり）、芝生広場（ス
チール遊具1基）、管理棟1棟、公衆トイレ3棟、駐車場（38台収容）

職員体制 臨時職員3名

                -93,000

利用料金 386,000 286,000 218,000                           -68,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 比較(C-B)

指定管理料 1,775,000 1,775,000 1,682,000         

その他 49,667 51,906 48,550                             -3,356

前期繰越 221,738 252,538 159,324           

その他 1,379,042 995,781 541,693                          -454,088

計(a) 2,432,405 2,365,444 2,107,874                        -257,570

事業費 2,179,867 2,206,120 1,700,653         

-                                       -

                      -

               -505,467

800,825 1,210,339 1,158,960                         -51,379

収支差引額(a-b) 252,538 159,324            407,221                 437,467

最新年度(C)と前年度(B)に収支の
増減があったものについて記載

【収入の部】
■利用料金
・コロナの影響を受け、利用者数が前年度比で約60％減少（利用団体数は約30％減少）、
利用料金は約24％減収となった。

【支出の部】
■その他
・消耗品費（主に補修用品）79,762円減、光熱水費31,488円減、修繕費296,140円減、備品
購入費54,974円減等、主に補修・修繕に関する支出が減少した。

その他                       -

計(b) 2,179,867 2,206,120 1,700,653                        -505,467
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指定管理者 市

　施設の管理運営や会計処理等は適切に行うことができ
ました。
　建物・設備の保守点検、修繕業務、清掃業務について
は、昨年度に引き続き、十分に行き届いた管理がなさ
れ、利用者や近隣住民からも好評をいただきました。
　しかし、海洋センター同様、コロナの影響を大きく受
け、緊急事態宣言による長期休業が明け施設を再開して
以降も、特にグラウンドの団体利用はキャンセルが相次
ぎ、利用率が大幅に減少しました。

　今年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
により、緊急事態宣言が発出され、志摩市として公共施設の休館を
余儀なくされた。このことにより、通常通りの施設利用はできず施
設利用者は大幅に減少したことは致し方ない状況であった。
　新型コロナウイルスの感染状況は波はあるものの持続して感染し
ていたが、施設運営にあたっては、新しい生活様式や業種別ガイド
ライン、市の基準等に基づき運営され、徹底した感染症対策を講じ
て運営されていた。その結果、施設利用者や運営スタッフから感染
者を出すことなく運営されたことは、高く評価できる。
　施設の活用方法について、協議して利用者集客増加への対策を検
討して取り組んでいただきたい。



※各項目ごとの判定

業務運営項目 評価内容 判定 評価理由 判定 評価理由

指定管理業務項目別評価表

評価項目

評価

指定管理者 市

施設の目的や基本方針については、日々の
業務にも理解の程が見受けられた。

②施設設置目的の達成度
施設の管理運営を通じて、施設の設
置目的は達成されたか。

A
施設の設置目的である、住民のスポーツを
通じての体力向上及び心身の健全な発達
に資することができた。

A
施設の利用者数・運営状況から施設の設置
目的は達成できたと思われる。
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①施設の目的や基本方針
の理解

施設の設置目的に基づいた管理運営
上の基本方針を理解していたか。

A
施設の目的や基本方針を十分に理解して
管理を実施した。

A

③運営状況
施設の供用日数・供用時間は守られ
たか。また、適正な施設の運営が行
われたか。

A

施設の供用日数・供用時間は守られた。市
の指示に従い、4～5月（緊急事態宣言発
令期間）に2カ月間の休業、2月に9日間の
施設利用停止をおこなった。

⑤意思疎通
管理運営業務全般について、市と指
定管理者の責任者の間で十分な連絡
調整がなされていたか。

A

相談・連絡は電話・訪問等により密におこ
ない、報告についても遅滞なくおこなった。
また内容及び処理に疑義が生じた場合は
教育委員会の指示を仰いた。

A
連絡が必要な際には随時連絡により遅滞な
く、情報共有できた。

A
感染状況を踏まえ、緊急措置による臨時休
業や利用停止以外は事業計画に計画された
運営が行われた。

④職員の配置状況・勤務
実績

職員の配置状況・勤務実績は適正で
あったか。

A
職員の配置状況・勤務実績に問題はな
かった。

A 職員の配置は適正に行われた。

⑦使用許可等
使用許可等申請が適正に行われてい
たか。

A
協定書の定めるところにより適正に事務を
行った。

A
協定書に定めるところにより適正に事務を
行っていた。

⑥各種管理記録等の整
備・保管

各種業務計画書、点検記録、整備・
修繕・事故・故障等の履歴等の各種
管理記録等が整備・保管されていた
か。

A
点検記録等の整備保管は適正に行われ
た。修繕、故障等については一部不十分
なものがあった。

A
各種の記録については、適正に整備・保管
がなされていたが、一部不十分な箇所につ
いては適正に取り扱いが必要である。

⑨個人情報
個人情報の取扱いが適正になされて
いたか。

A
個人情報取扱特記事項のとおり適正な取
扱いであった。

A
個人情報取扱特記事項の内容をよく理解
し、適正な取扱いがなされていた。

⑧利用料金等の徴収状況
徴収、減免、還付等は帳簿等が作成
され、適正に行われていたか。

A
協定書の定めるところにより適正に徴収し
た。

A
協定書に定めるところにより適正に事務を
行っていた。

判定 評価基準

A
協定書・仕様書・事業計画書に定める内容を忠実に履行、又は水準以上の運営がな
され、優れていると認められる。

B
概ね、協定書・仕様書・事業計画書に基づいて運営がなされているが、一部に改善
の必要性が認められる。

⑩法令遵守 関係法令を遵守していたか。 A
運営に関連する地方自治法、スポーツ基
本法を理解し、遵守した。

A 法令違反は見受けられなかった。

C
協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされておらず、早急な改善が
必要である。

N
評価対象設備が存在しない等、評価することできない、もしくはなじまない項目で
ある。



※各項目ごとの判定

業務運営項目 評価の基準 判定 評価理由 判定 評価理由

指定管理業務項目別評価表

評価項目

評価

指定管理者 市

利便性を向上させるための自主的な取り組
みが多く見られ、利用者満足の向上が図ら
れた。

②利用者の平等な利用

個々のサービスについて、対応職員
によって格差が生じないよう、施設
のサービス水準を確保するための取
り組みを行ったか。

A

シフトにより顔を合わせない職員もいるた
め、『職員用回覧板』にて期間限定の対応
やイレギュラーな対応が必要になったとき
等は申し送りをし、サービス水準の確保に
努めた。

A
サービスの質を落とすことのないよう日々
改善に取り組んでおり、サービスの水準
は、期待される水準にあった。

サ
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①施設利用状況及び利用
者増加への取り組み

利用者数の増加や利便性を高めるた
めの具体的な取り組みが行われてい
たか。

A

常連客の夜間の鍵の返却については管理
棟に専用の箱を設置し、返却の手間を省
いた。またトイレの修理・修繕など、利用者
からの要望や連絡には迅速に対応した。

A

③適切な情報提供
すべての利用者が情報を得ることが
できるよう適切な利用情報の提供を
行ったか。

A

SNSや館内掲示板を活用し、施設の利用
予定やイベントの情報発信を図った。コロ
ナによる休業を含む情報周知について
は、SNSを利用しない層の会員へは電話連
絡も行い、取りこぼしのないよう努めた。

⑤苦情解決体制及び対応

利用者からの意見・苦情を受けて迅
速かつ適切に処理できる体制が整っ
ていたか。また、事故、苦情に対す
る対応は適切であったか。

A

公園の臨時職員と海洋センター職員が密
に連絡を取り合い、苦情・要望等があれば
海洋センターより出向き、迅速に対処でき
た。

A
苦情の対応は、その状況に応じて利用者へ
親身になって対応われていた。

A
すべての利用者が情報を得れるよう工夫
し、電話連絡やSNS等を活用して情報提供
に努められた。

④非常時・緊急時の対応
緊急時のマニュアルが整備され、従
業員訓練の実施や事故発生時・緊急
時の対応は適切か。

A
津波・地震発生時の職員配置、傷病人発
生時の対応マニュアルは目につくところに
掲示している。

A
緊急時のマニュアルが整備されており、目
につくところに掲示していることからも適
切に対応できている。

⑦事業の評価
事業実施後に確認・見直しが行わ
れ、次年度につなげる取り組みがな
されたか。

A
事業実施後は職員間また指導員とも話し
合う機会を設けて改善点の把握と共有を
図り、次年度につなげていくよう努めた。

A
話し合いによりきちんと事業の評価がなさ
れており、その結果を反映させた事業計画
が策定できている。

⑥自主事業
利用者ニーズに即した自主事業が行
われていたか。

B

施設の営業再開以降は、スポーツ教室に
ついてはコロナ対策を取った上で、活発で
有意義な活動を提供できた。イベント・大
会については規模を縮小しての開催が可
能な3イベントのみ実施、その他は十分な
感染対策を取った上での実施が困難と判
断し、開催を見送った。

A

コロナ渦の中でその時の状況に応じた適切
な対応がなされており、利用者ニーズを適
格に把握し、安全に自主事業を実施してい
た。

施設整備等について安全上の問題はなかっ
た。

②備品の管理
備品台帳に基づき、備品の管理・点
検・保守は適切に行われていたか。

A
備品台帳を整備し、適切に備品を管理し
た。

A
備品台帳に基づいた適切な管理・点検・保
守がなされ、備品等はきちんと整備されて
いた。
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①建物・設備の保守点検
建物・設備・植栽等が適切に管理さ
れ、安全性の確保、良好な機能及び
美観の保持がされていたか。

A
建物、設備、植栽等については非常に行
き届いた管理がなされ、利用者からも好評
を得ている。

A

③備品・設備等の整理整
頓

備品・設備等がきちんと整理整頓さ
れ、利用者の妨げとなるような状態
で放置されていないか。

A
倉庫等については定期的に機会を設け、
整理・整頓している。

B
概ね、協定書・仕様書・事業計画書に基づいて運営がなされているが、一部に改善
の必要性が認められる。

C
協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされておらず、早急な改善が
必要である。

N
評価対象設備が存在しない等、評価することできない、もしくはなじまない項目で
ある。

A
整理整頓が徹底されており、職員の意識も
高かった。

判定 評価基準

A
協定書・仕様書・事業計画書に定める内容を忠実に履行、又は水準以上の運営がな
され、優れていると認められる。



※各項目ごとの判定

指定管理業務項目別評価表

評価項目

評価

指定管理者 市

業務運営項目 評価の基準 判定 評価理由 判定 評価理由
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④修繕業務

点検によって異常が認められた場合
は、速やかに修繕・交換・整備・調
整等の適切な処置を講じ、その内容
を記録させたか。

A
1件30万円未満の修繕は速やかに実施し
た。内容の記録についても適切に行っ
た。

A
異常が認められた際は速やかに適正な処置
が講じられており、内容の記録についても
問題なく行われていた。

⑤清掃業務
清掃が適切に行われ、施設・備品・
器具等が清潔な状態に保たれていた
か。

A

施設の清掃・芝刈り等については担当
の臨時職員３名が常時実施しており、
夏期等、必要があれば海洋センター配
置の職員も作業をおこない、常に清潔
な状態を保つよう努めた。

A
清掃が行き届いており、清潔な状態が保た
れていた。

⑥防犯体制
鍵の管理及び防犯に対する対策・対
応は適切だったか。

A

鍵の管理は適切に行った。防犯対策に
ついては配置の臨時職員より不審情報
等、密に連絡・報告を受け、対処し
た。

A
鍵はきちんと管理されており、防犯面でも
適切な対応がなされていた。

帳簿類の整備、関係書類の保管は適正に行
われている。会計処理も簿記の有資格者及
び税理士が行っているため問題ない。

②公租公課に滞納はない
か

国税・地方税・社会保険料等の公的
な債務について、履行遅滞となって
いないか。

A
公租公課は納付期限までに適正に納付
した。

A
期限内に納付されていることを領収書等で
確認済み。

健
全
な
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①会計処理は適正になさ
れているか

会計帳簿の整備、伝票や領収書等の
書類の整備・保管、現金の取扱いが
適切になされているか。

A

会計帳簿を備え、伝票等の会計関係書
類も適切に保管している。普段の会計
処理は事務員がおこない、毎月ごとに
会計士に監査を委託している。決算に
ついても同様に事務員が作成し、会計
士が精査している。

A

③適正な収支状況にある
か

収支のバランスは適正か。債務超過
に陥っていないか。

A
経営努力により経営は黒字であり、経
営状態は安定している。

A
決算資料等からも財務状況は健全であると
判断される。

所
管
課
追
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C
協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされておらず、早急な改
善が必要である。

N
評価対象設備が存在しない等、評価することできない、もしくはなじまない項
目である。

判定 評価基準

A
協定書・仕様書・事業計画書に定める内容を忠実に履行、又は水準以上の運営
がなされ、優れていると認められる。

B
概ね、協定書・仕様書・事業計画書に基づいて運営がなされているが、一部に
改善の必要性が認められる。


